
施行規則第１４号の２様式

◎ 茨城県 ◎

県税事務所長　殿

円 円 円 円

・ ・
月 円

有 無

・ ・ 有 無

・ ・ 有 無

有 無

　　　次　の　事　項　に　該　当　す　る　方　は　下　の　記　載　欄　に　書　い　て　く　だ　さ　い　。　な　お　，　事　務　所　又　は　事　業　所　が　他　の

都　道　府　県　に　も　あ　る　方　は　，　そ　の　所　在　地　と　各　月　の　末　日　　現　在　の　従　事　者　の　数　を　事　務　所　又　は　事　業　所　ご

と　に　適　宜　の　用　紙　に　書　い　て　，　添　付　し　て　く　だ　さ　い　。

1　　事　業　税　の　非　課　税　所　得　が　あ　る　方

2　　事　業　用　資　産　の　譲　渡　損　失　が　あ　る　方

3　　被　災　事　業　用　資　産　の　損　失　が　あ　る　方　（　白　色　申　告　者　の　み　)

4　　前　年　中　に　新　し　く　事　業　を　開　始　し　た　方　又　は　事　業　を　廃　止　し　た　方

円 円 円 円

円 円 円

　　　赤字のうちに含まれる被災事業用資産の損失の金額

　　　新しく事業を開始し，又は事業を廃止した月日

殿

年 度 分 　個 人事 業 税 申 告 書

ふ り が な
屋 号

電 話 番 号
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氏 名

所　　得　　金　　額
①－②－③

専 従 者 控 除
額 の 内 訳

氏　　　　　　　　　　名
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税
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住 所
 事務所又は
 事業所の所
 在地

　　　　　年　　　　月　　　　日

提出

事　業　の　種　類 ①収　入　金　額 ②必　要　経　費
（③の金額を含めないこと）

③青色事業専従者給与額
又は事業専従者控除額

あ な た と
の 続 柄

生　　　年　　　月　　　日 従　事　月　数
青 色 事 業 専 従 者 給 与 額
又 は 事 業 専 従 者 控 除 額

所得税法第57条第２項の
書 類 の 提 出 の 有 無

所　得　税　に　お　け　る　青　色　申　告　の　承　認　の　有　無

1

非　課　税　事　業
の　　　種　　　類

④　収　入　金　額
⑤　必　　要　　経　　費

（⑥の金額を含めないこと）

⑥青色事業専従者給与額
又は事業専従者控除額

（③×非課税事業への従事割合)

所　　得　　金　　額
④－⑤－⑥

2
譲　渡　資　産　の　種　類 ⑦　譲　渡　価　格 ⑧　帳　簿　価　格 損　失　額　　　⑧－⑦

3
円

4 　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　日
開始
廃止

（切り取らないで下さい。）

年度分　個人事業税申告書の受付書

氏 名
受付日付印

住 所


